
 
 

３．対象とする先端技術と想定する自動化レベル  

（１）本手引きにおいて対象とする先端技術は、近年自動化技術の開発が著しいト

ラクター、田植機、コンバインのほかに、営農の効率化に資する自走式草刈機、

自動給水栓といった先端技術を対象とするとともに、現在開発中の新技術につ

いても参考情報として盛り込むものとする。  
 
（２）農業機械の自動化レベルは、市販化済みのものから研究開発中のものまであ

り、遠隔監視による自動走行については、研究開発が進められている段階であ

ることから、本手引きでは、「使用者が搭乗した状態での自動操舵（以下「自

動操舵（使用者搭乗）レベル」という。）」、「使用者が搭乗しない状態で目視可

能な場所からの監視による自動走行（以下「目視監視下での自動走行レベル」

という。）」を基本として整理し、「遠隔監視による自動走行」及び「ほ場間移

動における自動走行（以下「遠隔監視下での自動走行レベル」という。）」につ

いては、研究開発、実証、実装とその進捗等に応じて、本手引きの改定を検討

することとする。  
 
（３） なお、「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン（平成 29 年３

月策定。令和４年３月一部改正）」においても目視監視下での自動走行レベル

を適用範囲としており、使用者は第三者の接近や、ロボット農機のほ場外への

飛び出し等の可能性が生じた場合にロボット農機を直ちに停止させることと

されている。  

［資料３－１ ガイドラインの対象ロボット農機・使用上の条件］ 

［資料３－２ 安全性確保ガイドラインの適用範囲］  

 

◯資料３－１ ガイドラインの対象ロボット農機・使用上の条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドラインの概要」（令和４年３月）（農林水産省） 
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◯資料３－２ 安全性確保ガイドラインの適用範囲

出典：「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドラインの概要」（令和４年３月）（農林水産省） 
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